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新年明けましておめでとうございます、鉾立です。 

昨年のトピックを振り返ってみると・・・ 
●本厄を無事にやり過ごす → お陰様で何事もなく乗り切りました！ 
●初マラソン 10km（青梅マラソン）を 1 時間で完走 
●専門家・実務家向けメールマガジン【サポート通信オンライン】創刊 
 → 「鉾立事務所 メールマガジン」で検索 

そして今年は、次のことにチャレンジしようと思います！ 
●後厄を無事にやり過ごす → 1 月 3 日、地元神社でご祈祷済み 
●3 月に横浜マラソン出場（初フルマラソン！！） 
●仕事の「生産性向上」と「仕組み化」の追及 and more.. 

本年も宜しくお願いいたします！ 

『身内以上に強い絆で結ばれている同居人同士の

公正証書遺言作成案件』 

今回は、身内以上に強い絆で結ばれている同居

人同士の公正証書遺言作成案件をご紹介します。 

これまで 60 年以上の長きにわたって姉妹のよ

うに助け合いながら暮らしてきた、親子以上に強

い絆で結ばれている K 様（88 歳）と U 様（91 歳）。 

お二人は、現在二人の共有名義になっている区

分所有マンションに暮らしており、K 様は、少し

ずつ認知症が進んでいる U 様のこと、そして、自

分にもしものことがあったとき、U 様が一人で困

ってしまうだろうと心配されていました。 

当事務所にご相談されたケアマネージャー様に

詳しく話を伺ったところ、お二人とも結婚せずに

子供がおらず、また、それぞれに疎遠になってい

る兄妹と甥・姪がいるため、遺言を作ることを勧

めているとのこと。  

当事務所では、K 様、U 様が「お互いにすべて

の財産を遺贈し合う」という目的のもとに遺言の

案文を作成。（遺言執行者には当事務所代表者を指

定。）公証人をご自宅へ出張手配し、K 様、U 様の

公正証書遺言の作成をサポートさせていただきま

した。 

＜お客様の声＞ 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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地域金融機関の職員様向けニュースレター

顧客相談 
サポート通信

— 顧客相談対応の引き出しを増やし、ビジネスチャンスにつながる情報をお届けします —

※2016 年 1 月現在、都内を中心に 7 金融機関・60 店に本ニュースレターをお届けしています。
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■「本当に感謝しています」（公正証書遺言作成

中野区 K.K 様 88 歳） 

――当初、どのようなことでお困りだったのです

か？ 

一番心配だったのは、私が先に逝ったら、この

人（U さん）が少しずつ認知症になってきている

から困るだろうと。（U さんは）通帳にいくら入っ

ているか分からないし、お金を出したりすること

もできないし。遠い親戚は何かあるとすぐに「お

金」だから、今は一切つきあわないようにしてい

ます。この人（U さん）の甥っ子にもお金を貸し

ているし。二人だといろいろと心細いですよ。 

――何がきっかけで当事務所を知りましたか？ 

マンションの管理人にもいろいろ相談しましたけ

ど、マッサージをお願いしている S さんにこの人

（U さん）の介護のことで相談したら、H さん（ケ

アマネージャー）に来てもらって。（当事務所は、

ケアマネージャーの H 様からのご紹介） 

――何が決め手となって、業務を依頼しました

か？  

H さんのアドバイスがあったから。本当に助かり

ました。  

――実際に業務を依頼されてみていかがでした

か？  

本当に感謝しています。これからもよろしくお願

いします。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見   
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理     

■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎職員様向け研修会、顧客向け無料相談会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

相談業務に役立つと思います（東京ドームの収容

人数は 5 万 5 千人）。ぜひ覚えておいてください。

＜遺言公正証書作成件数の推移＞ 

全国・遺言公正証書件数 
平成１７年  ６９，８３１ 
平成１８年  ７２，２３５ 
平成１９年  ７４，１６０ 
平成２０年  ７６，４３６ 
平成２１年  ７７，８７８ 
平成２２年  ８１，９８４ 
平成２３年  ７８，７５４ 
平成２４年  ８８，１５６ 
平成２５年  ９６，０２０ 
平成２６年 １０４，４９０ 

『平成 26 年における遺言公正証書等作成件数』 

「平成 26 年 1 月から 12 月までの 1 年間に、全国

で作成された遺言公正証書は、ついに 10 万件を超

え、10 万 4,490 件に達しました。少子高齢化の中

で相続・遺言に対する関心が高まっており、遺言

公正証書の作成件数が年々増加傾向…」（日本公証

人連合会ホームページより引用） 

「遺言公正証書作成件数の推移」についても確認

しておきましょう（右図参照）。当事務所が開業し

たのは平成 21 年ですが、前後 5 年間の作成件数の

伸び率をみると、確かに後の 5 年間の伸び率の方

が高くなっています。（1.11 倍 → 1.23 倍） 

「年間 10 万件」という数を知っておくと、日々の

前厄と本厄を無事にやり過ごし、残すは後厄のみ

ということで、3 年連続で地元の神社にご祈祷を

受けに行ってきました。毎年のことですが、祈祷

を受けている間は正座です。10 分もすると足が痺

れて辛くなってきます。「早く終わってほしい、、」

と我慢しながら何とか耐え抜きました（汗）。宮司

さんいわく、厄年は将来の収穫に向けた種蒔きの

時期とのこと。今年も地道に頑張ろうと思います。

 

 

〒 1 6 7 - 0 0 2 1  東 京 都 杉 並 区 井 草 5 - 1 5 - 5 - 1 0 1  

TEL 03-5311-0780      FAX 03-5311-0781 
 ホームページ http://www.hokodate-jimusyo.com ≫   鉾立 事務所   検索 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つづき↓ 

＜編集後記＞ 

＊異動の際は、お手数ですが当事務所までご一報ください！ 

9:00～20:00
土日祝休

お気軽に 
ご連絡ください! 

宅地建物取引業免許 東京都知事（1）第 94647 号

□財産の問題で困っているお客様がいる 

□経営の問題で困っているお客様がいる 

□お客様の問題を解決して、融資につなげたい 

＜サポート事例＞

いざというときに相談できる
専⾨家とパイプをつくる⽅法

↓	 詳しくはこちら↓ 

「鉾立事務所 メールマガジン」で検索
http://www.hokodate-jimusyo.com/news

＜相談業務引き出しメモ＞ 


